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平成２４年度普通会計決算の概要について 

 

 「普通会計」とは、総務省が行っている「地方財政状況調査」上、全国統一的に用いられる

会計区分であり、これにより、全国各市町村との財政比較や統一的な掌握が可能となります。 

宜野湾市の普通会計は、一般会計と区画整理事業特別会計が調製され、純計された会計とな

っています。 

 

平成２４年度の本市における普通会計の決算規模は歳入総額３５，００８，２４６千円、歳

出総額３３，４８７，０３８千円となっています。また平成２３年度の普通会計決算額と比較

すると、歳入で１，４４４，６１５千円の増（４．３％）、歳出で１，０５３，８４３千円の

増（３．２％）となっています。 

 

  歳入科目の対前年度比較では、地方税（市税）は全体として２４３，５９９千円の増（２．

６％）となっており、その内訳として、市民税２０３，１１３千円の増（５．５％）、固定資

産税４４，３５８千円の増（０．９％）、軽自動車税７，４３９千円の増（３．３％）、市町

村たばこ税１１，８５７千円の減（△１．９％）、入湯税５４６千円の増（２０．１％）とい

う状況です。 

 

利子割交付金は、１８，７９６千円の増(６６．５％)、配当割交付金は、６３３千円の増（９．

３％）、株式等譲渡所得割交付金１６７千円の増（９．３％）、地方消費税交付金６，３９９

千円の増（１．０％）、自動車取得税交付金８，１２３千円の増（３５．２％）等大幅な伸び

もみられます。地方譲与税は、今年度も１０，０３３千円の減（△６．２％）、地方特例交付

金については、４６，６３９千円の減（△６９．６％）という状況です。 

 

地方交付税は２６７，６５９千円の増（５．０％）で、うち普通交付税は２２１，８５６千

円の増（４．６％）で、特別交付税は４５，８０２千円の増（８．３％）となっています。ま

た、交通安全対策特別交付金は１８４千円の増（１．３％）、分担金及び負担金は保育所（園）

保護者負担金の増により３９，３５６千円の増（１１．３％）、使用料は、３，３８３千円の

増（１．３％）、手数料は１０，１４４千円の増（５．９％）となっています。 

また国庫支出金は、沖縄振興公共投資交付金の創設により県補助への置換があったため、普

通建設事業費は６２９，５８３千円の大幅な減（△３５．３％）、全体的には１，１７５，８
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４２千円の減（△１４．０％）となっています。その大きな要因としては、真志喜中学校校舎

増改築事業の皆減等が挙げられます。 

 

国有提供施設等所在市町村助成交付金は２０，５９１千円の増（４．０％）、県支出金は、

沖縄振興公共投資交付金の創設に伴う国庫支出金から県支出金への置換、沖縄振興特別推進交

付金の創設、安心こども基金保育所緊急整備事業補助金４９，９９７千円の増、保育所児童措

置費３８，４０３千円の増、沖縄県議会議員選挙費１６，７１５千円の増、衆議院議員選挙費

１９，７３１千円、障害者自立支援給付費９６，７９９千円の増等により、総額で２，３４４，

７０１千円の増（８３．８％）となっています。 

 

財産収入は、財産貸付収入、利子及び配当金の増等により、１，６５９千円の増（０．９％）、

寄付金は一般寄付金の減により、４９１，４６２千円の減（△９７．６％）となっています。 

 

繰入金は、対前年度比較で退職手当基金繰入金が１４８，０００千円の減、財政調整基金繰

入金が２１２，０００千円の増、公共施設等整備基金繰入金が３９７，９０１千円の減、土地

開発基金繰入金２０８，０００千円の増等により２５１，５５７千円の増（２３．０％）とな

っています。 

 

繰越金は、一般会計繰越金２６５，７８６千円の増（３１．３％）、諸収入については、３

７，７１４千円の減（△１３．９％）という状況です。 

 

平成２４年度の地方債は、対前年度と比較すると、真志喜中学校校舎増改築事業債４１０，

５００千円の皆減、真栄原９号道路整備事業債３２，２００千円の減（△８８．２％）等によ

り、２８９，３８８千円の減（△１１．５％）となっています。 

 

次に、目的別歳出の対前年度比較では、議会費が４８，８３０千円の減（△１３．０％）、

総務費が１７１，２４６千円の増（４．４％）、民生費は１，１０３，３０８千円の増（７．

７％）、衛生費は５８，６３０千円の減（△３．３％）、労働費は７４，９８７千円の減（△

２９．２％）、農林水産業費１４，８１９千円の減（△２２．３％）、商工費８，８１８千円

の増（５．２％）、土木費７９，８５８千円の増（２．５％）、消防費２２，４８５千円の増

（３．３％）、教育費１８６，２９２千円の減（△３．６％）、災害復旧費０円、公債費５１，
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６８６千円の増（２．１％）となっています。 

 

また、性質別歳出の対前年度比較では、人件費８５，１５０千円の減（△１．９％）、扶助

費８２２，９８１千円の増（８．４％）、公債費５１，６８６千円の増（２．１％）、普通建

設事業費は２７，０４５千円の減（△０．５％）、うち補助事業費２６４，２５１千円の増（６．

０％）、うち単独事業費２９１，２９６千円の減（△３３．６％）となっています。災害復旧

事業費０円、物件費４３，００５千円の増（１．１％）、維持補修費６，０４３千円の増（５．

９％）、補助費等１２９，５１２千円の増（８．８％）、積立金１７，７５７千円の増（１．

７％）、投資及び出資金０千円、貸付金２０，０００千円の減（△４７．１％）、繰出金１１

５，０５４千円の増（３．３％）という状況です。 

 

  決算収支でみると、形式収支１，５２１，２０８千円、実質収支９５８，０９６千円となっ

ています。財政指標は、実質収支比率は５．８％(対前年度比０．１％増)、財政構造の弾力性

を示す経常収支比率は、８７．９％（対前年度比３．１％減）となっています。また、公債費

比率は９．７％（対前年比０．１％減）、起債制限比率は８．２％（対前年比０．６％減）と

いう状況です。 

 

 

普通会計決算の各財政指標について 

 

１．財政力指数について 

 「財政力指数」とは、地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財

政需要額で除して得た数値の過去３ヵ年間の平均値をいい、「地方公共団体の財政力

を示す指数」として用いられます。財政力指数は「１」に近くあるいは「１」を超えるほど

財源に余裕があると見なされる指標です。本市の場合、過去３ヵ年の単年度数値は、平成２２

年度０．６２であり、平成２３年度０．６２、平成２４年度０．６１で３ヵ年平均の平成２４

年度財政力指数は、「０．６２」で前年度に比べ０．０１の減となっています。 

平成２４年度決算での県内各市の状況は、県内１１市平均が０．４９であり、宜野湾市（０．

６２）は、那覇市（０.７４）、浦添市（０．７２）に次ぐ３番目の指数という状況です。 

（決算資料１２・１４・２６・２７・３０ページ参照） 
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２．実質収支比率について 

 「実質収支比率」とは、地方公共団体の一般財源の標準規模を示す「標準財政規模」に対す

る「実質収支額の割合」を示す指標で、黒字の場合、おおむね３～５％が望ましいとされてい

ます。平成２４年度の宜野湾市の実質収支額は、９５８，０９６千円であり、対前年度比較で

２５，６０８千円の増（２．７％）となっています。また、平成２４年度の標準財政規模は、

１６，６３６，６１２千円で対前年度比較２８６，９５５千円の増（１．８％）であり、平成

２４年度決算での本市実質収支比率は５．８％で、前年度と比べると０．１％の増となってい

ます。 

 県内各市の状況は、実質収支比率の県内１１市平均が５．１．％であり、本市（５．８％）

は、宮古島市（９．９％）、南城市（９．０％）、うるま市（５．９％）に次ぐ４番目の指数

という状況です。 

（決算資料１２・２６・２７・３１ページ参照）    

 

３．経常収支比率について 

 経常収支比率は、財政構造の弾力性を測定する指標として使われ、人件費、扶助費、公債費

等の経常的な経費に、地方税、地方交付税、地方譲与税等の経常的な一般財源がどの程度充当

されたかをみる指標で、この比率が低い程、投資的経費に充当できる一般財源に余裕があり、

財政構造が弾力性に富んでいると言われています。 

平成２４年度の普通会計決算では、８７．９％（減収補てん債特例分、臨時財政対策債を含

めた場合）となっており、対前年度比で３．１％の増となっています。 

経常収支比率が増となった主な要因は、「経常的な経費」のうち、対前年度比で、物件費が

０．１％、公債費が０．１％の減となったものの、人件費が０．１％、扶助費が２．５％、繰

出金が０．７％の増となったことが起因します。 

 平成２４年度決算での県内各市の状況は、県内１１市平均が８８．３％であり、宜野湾市（８

７．９％）は、南城市（８０．８％）、沖縄市（８３．６％）、うるま市（８５．５％）、石

垣市（８６．８％）に次ぐ５番目の指数という状況です。 

（決算資料１３・１９・２６・２７・３０ページ参照） 

健全な財政運営を図っていく上からも適正数値の７５％～８０％を目標に、更なる努力が必

要であり、徹底した経常経費の歳出縮減はもちろんのこと、普通交付税や臨時財政対策債等の

依存財源に頼らない、市税を中心とした自主財源の経常的な歳入の増額確保を強化していくこ

とが重要となっています。 
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４．実質公債費比率について 

  地方債の発行に伴う、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を

基本とした額に対する比率で、許可制だった地方債の発行が平成１８年度から協議制となった

ことに伴い、それまでの起債制限比率では計算されない公営企業の元利償還金への一般会計か

らの繰出し等が反映され、自治体の実質的な財政の明確化、透明化等が図られる実質公債比率

が導入されました。この比率が１８％以上で地方債発行に国の許可が必要となり、２５％以上

で単独事業の地方債が発行できません。平成２４年度の宜野湾市の実質公債費比率は９．４％

で前年度より０．６％減（改善）となっています。また実質公債費比率は、平成１９年度から

財政健全化判断比率の一つの指標として算定されています。経常収支比率とともに財政構造の

弾力性をみる上で重要な指標とされるものです。地方債はある程度活用することは、止むおえ

ないものではありますが、後年度の財政負担とならないよう計画的な地方債発行を行う必要が

あります。 

 平成２４年度決算の県内各市との比較では、県内１１市平均で１０．１％であり、宜野湾市

（９．４％）は、南城市（６．３％）、名護市（６．７％）、宮古島市（９．０％）に次ぐ４

番目の数値となっています。 

（決算資料１３・２６・２７・３１ページ参照）  

 

５．地方債現在高について 

 平成２４年度決算額における地方債現在高は、２８，４９７，４４７千円で対前年度に比べ

１３９，５０７千円の増（０．５％）となっています。地方債現在高の増加は、公債費比率の

上昇とも関係し、このまま増加推移していくと財政構造の弾力性は失われ、将来的な負担増に

つながります。公債費の償還計画では今後も公債費の増加が予測されています。 

公債費の抑制にあたっては、起債を必要とする新規事業の採択を厳選すること、また、起債

の活用を行わず事業費の確保を図る必要もあることから、市税や手数料等、更なる自主財源の

確保対策が必要となっています。 

  平成２４年度決算の県内各市の状況において、宜野湾市の地方債現在高（２８，４９７，４

４７千円）は、那覇市（１３９，７５４，９２８千円）、うるま市（４９，５５７，４９８千

円）、浦添市（３５，９６１，８２４千円）、沖縄市（３５，４０２，４４５千円）、宮古島

市（３４，９２０，９６６千円）に次ぐ６番目の額となっています。 

（決算資料２２・２６・２７ページ参照）  
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６．債務負担行為額について 

 債務負担行為は、歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるも

のを除くほか、地方公共団体が債務を負担する行為につき、その行為の内容として定めておく

ものであり、予算の一部を構成するものです。 

平成２４年度決算では、平成２５年度以降、債務負担行為により支出が見込まれている経費

は、５，３６９，５００千円で対前年度比２２．４％の減となっています。主な要因としては、

真志喜中学校校舎増改築事業等の減によるものです。 

  平成２４年度決算での県内各市との比較については、宜野湾市の債務負担行為額（５，３６

９，５００千円）は、那覇市（１６，３９５，５０３千円）、沖縄市（７，９３６，１４０千

円）に次ぐ３番目の額となっています。 

（決算資料２２・２６・２７ページ参照）  

 

地方交付税について 

 

 国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税の一定割合額を国が地方公共団体に

対して交付する税で、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住んでいても一定

の行政サービスを提供できるよう財源を保障するためのものです。地方交付税には、普通交付

税と特別交付税があります。 

 

  普通交付税 

    普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その 

差額（財源不足額）を補てんするため交付されます。 

 

基準財政需要額 － 基準財政収入額 ＝ 財源不足額 ＝ 普通交付税 

 

  （１）「基準財政需要額」とは、各地方公共団体の実績による経費の支出ではなく、地方交

付税制度上、各地方団体の財政需要を合理的に測定するために一定の算式で算定した額

です。（標準的な行政運営を行うために必要な一般財源所要額） 

  （２）「基準財政収入額」とは、地方交付税制度上、各地方公共団体の財政力を合理的に測

定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入等を一定の方法によって
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算定した額です。 

  平成２４年度の交付額は、５，０５２，９９５千円で、前年度に比べ２２１，８５６千円

の増（４．６％）であり、歳入総額に占める割合は、１４．４％で対前年度増減無しとなっ

ています。 

  基準財政需要額は、１２，９１３，８９９千円で前年度に比べ２４５，２５１千円の増（１．

９％）であり、基準財政収入額は、７，８６０，９０４千円で前年に比べ４９，２１３千円

の増（０．６％）となっております。 

（決算資料１４・２５・２６・２７・３０ページ参照）  

 

特別交付税 

特別交付税は、普通交付税の基準財政需要額や基準財政収入額の算定では反映することの

できなかった特別の要因に対して交付されます。平成２４年度の交付額は、５９５，１９１

千円で、前年度に比べ４５，８０２千円の増（８．３％）であり、歳入総額に占める割合は、

１．７％で対前年度比０．１％の増となっています。（決算資料２５ページ参照）  

 

目的別経費の決算状況について 

 

１．議会費については、対前年度比４８，８３０千円の減（△１３．０％）となっています。 

議員報酬事業４６，２２７千円の減が主な要因となっています。 

 

２. 総務費については、対前年度比１７１，２４６千円の増（４．４％）となっています。宜

野湾市特定駐留軍用地内土地取得事業基金積立事業３８２，５００千円の皆増等が主な要因

となっています。 

 

３．民生費については、対前年度比１，１０３，３０８千円の増（７．７％）となっています。

主な要因としては、生活保護事業４６１，７８４千円の増、介護給付費等事業４２５，８２

７千円の増、保育所児童措置事業（私立）１９５，５２６千円の増、児童扶養手当給付事業

３４，８４９千円の増等が主な要因となっています。 

 

４．衛生費については、対前年度比５８，６３０千円の減（△３．３％）となっています。主

な要因としては、子宮頸がん等ワクチン接種事業７２，４２４千円の減、健康診査事業４５，
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９６８千円の減等が主な要因となっています。 

 

５．労働費については、対前年度比７４，９８７千円の減（△２９．２％）となっています。

主な要因は、緊急雇用創出事業５４，３８１千円の減、重点分野雇用創出事業（補助）１０，

５２２千円の減、ふるさと雇用再生事業５８，７９３千円の皆減等によるものです。 

 

６．農林水産業費については、対前年度比１４，８１９千円の減（△２２．３％）となってい

ます。主な要因としては、大山田いも栽培地区振興事業１９，６６５千円の減、農林漁業生

産組織育成補助事業１，２９５千円の減等によるものです。 

 

７．商工費については、対前年度比８，８１８千円の増（５．２％）となっています。主な要

因は、はごろも祭り・カチャーシー大会運営事業６，１４１千円の増、空き店舗対策事業２，

５７５千円の増等によるものです。 

 

８．土木費については、対前年度比７９，８５８千円の増（２．５％）となっています。主な

要因として、伊佐・伊利原市営住宅建替事業（補助）５１４，７１９千円の増、しちゃばる

公園整備事業２，８３５千円の増、てぃーちがー公園整備事業（補助）３，５１８千円の増

等によるものです。 

 

９．消防費については、対前年度比２２，４８５千円の増（３．３％）となっています。主な

要因は、救助艇（ボート）等購入事業５，９４３千円の増、防災行政無線整備事業１９，８

５０千円の増等によるものです。 

 

１０．教育費については、対前年度比１８６，２９２千円の減（△３．６％）となっています。

主な要因としては、宜野湾中学校校舎・武道場・水泳プール増改築事業２２８，９６２千円

の増、はごろも小学校関連事業９３２，４０５千円の増などはあるものの真志喜中学校校舎

増改築事業の１，６６６，２３７千円と大幅減の影響によるものです。 

 

１１．災害復旧費については、前年度、今年度とも予算執行はありません。 

 

１２．公債費については、対前年度比５１，６８６千円の増（２．１％）となっています。要
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因については、地方債元金償還事業７３，２３９千円、地方債利子償還事業２１，１８５千

円の減によるものです。なお、当市は今回普通会計決算においては、借換債による一括償還

分や、企業会計債償還分等は公債費に含めないものとされています。 

（決算資料１７・２４ページ参照） 

 

性質別経費の決算状況について 

 

  歳出経費を性質別に、「義務的経費」、「投資的経費」、「その他の経費」に分類し構成比

を見ることにより、財政運営の健全性や弾力性を図り知ることができるとされています。すな

わち、「義務的経費」である人件費や扶助費、公債費の歳出総額に占める割合が低く、「投資

的経費」である普通建設事業費等の割合が高ければ高いほど弾力性があり、より健全な財政状

況にあるといわれています。 

  平成２４年度決算における性質別経費の状況を対前年度と比較しますと、「義務的経費」で

ある、人件費の割合は１３．４％で対前年度比△０．７％減、扶助費は３１．９％で対前年度

比１．５％増、公債費は７．６％で対前年度比０．１％減となり、人件費・扶助費・公債費の

合計額の歳出総額に占める割合は５２．９％で、対前年度比０．７％増となっています。 

一方、「投資的経費」である普通建設事業費のうち、補助事業費の歳出総額に占める割合は

１３．９％で、真志喜中学校校舎増改築事業、普天間第二小学校校舎増築事業（補助）等の減

はあるものの、はごろも小学校関連事業、はごろも小学校（校舎・プール・地域連携）新築事

業（補助）、野球場施設整備事業などの増により対前年度０．４％増となっています。また、

単独事業費の占める割合は１．７％で、真志喜中学校備品購入事業、伊佐大山線区画整理道路

取付部改良事業などの皆減により、対前年度比△１．０％減となっています。歳出総額に占め

る投資的経費の全体の割合は１５．６％で前年度と比べ△０．６％減少している状況です。 

「その他の経費」の歳出総額に占める割合は、３１．５％で前年度と比べ△０．１％減少し

ています。これは、補助費等、繰出金の増が大きく、倉浜衛生施設組合処理負担金事業、後期

高齢者医療事業増等の要因はあるものの、扶助費の増が相対的に大きいため、構成比としては

対前年度比△０．１％の減となっているものです。 

（決算資料１８・２９ページ参照） 

 

総 括 
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  平成２４年度普通会計決算における本市の決算状況は、前年度と比較すると、歳入・歳

出決算額とも増額となっています。 

財政運営の健全性や弾力性を図る各指標の状況からも分かるとおり、実質収支比率は５．

８％で、０．１％上昇しています。また平成１９年に制定された「地方公共団体の財政の

健全化に関する法律」に基づく財政健全化判断比率においても、実質赤字比率や連結実質

赤字比率はなく、実質公債比率も基準値内の９．４％、将来負担比率も同様に８１．４％

となっています。 

一方、投資的経費に充当できる状態を示す指標である経常収支比率は８７．９％で、前

年度に比べ３．１％上昇しています。物件費の若干の減はあるものの、継続的な景気の落

込みなどの影響を受けた社会保障関係費（扶助費）の増、新採用職員採用による職員給与

など人件費や、繰出金への充当一般財源の増などが大きな要因と言えます。 

 市民のニーズに十分に対応する行政運営に取り組むためには、依存財源に左右されな

い安定した歳入の確保が重要であり、特に自主財源である市税の税収確保が第一の課題で

すが、昨今の景気の後退が、地方税収に大きく影響するものと考えられるため、今後の経

済情勢を注視しながら、徴収率の向上に向けた取組みを図っていく必要があります。また、

他の自主財源についても、受益者負担を原則として使用料、手数料、負担金等の見直しを

適正におこなう必要があります。さらに定員適正化計画に伴う定員削減等による人件費の

抑制や、歳出の執行にあたっても、基本計画に沿った事業執行と予算編成、行政評価によ

る事業のスクラップアンドビルドを今後も積極的に行い、無理・無駄を省く効率的な行政

運営が必要となっています。 


